
1/1  

滋賀県県政経営会議運営要綱新旧対照表 

旧 新 

  

第１ 省略 第１ 省略 

  

（論議事項等） （論議事項等） 

第２ 経営会議の論議事項および協議事項は次のとおりとする。 第２ 経営会議の論議事項および協議事項は次のとおりとする。 

１ 論議事項 

 全庁的な議論を要する県政の重要事項 

１ 論議事項 

 次項各号に掲げる事項のいずれかに該当するもののうち、全庁的な視点で方向

性を議論する必要がある事項 

２ 協議事項 ２ 協議事項 

（１）県政経営の基本方針に関する事項 （１）県政経営の基本方針に関する事項 

 （２）県行政のそれぞれの分野における基本的な事項を定める計画や方針等 

（２）条例および主要な諸規程 （３）条例および主要な諸規程 

（３）権利義務の得喪その他県に重大な影響を与える事項 （４）権利義務の得喪その他県に重大な影響を与える事項 

（４）その他県政経営上      連絡調整を必要とする事項 （５）その他県政経営上重要な事項および連絡調整を必要とする事項 

  

第３～第７ 省略 第３～第７ 省略 

  

付則 

  この要綱は令和２年４月１日から施行する。 

付則 

  この要綱は令和３年４月１日から施行する。 

  

 


